
 

特定健診等請求に係る注意点について 

鹿児島県国民健康保険団体連合会 

令和４年１月版 

 

 
※本資料は鹿児島県の健診機関が対象の資料です。ご注意ください。 

 



１．提出物について 

 ○オンライン請求の場合 

 ・「特定健診・保健指導システム」より送信ください。 

（電子媒体送付書は必要ありません。） 

 ※オンライン請求システムにてレセプトを送信している端末であれば、「特定健診・保健指導システム」の使用に係る追加の

費用は発生せず、オンラインでの送信が可能となります。 

支払基金にて申し込み手続きを行っています。 

  

 

○電子媒体請求の場合 

・電子媒体送付書（本会 HP よりダウンロードください。）  

・電子媒体（FD・CD） 

※基本的に１機関につき、１媒体、１ファイル(にてご請求ください。 (オンライン請求を除く) 

媒体、ファイルを分けられる(診療月毎等)に分けて提出されますとエラーの原因となりますので、ご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

 請求ソフトより２つ以上ファイルの出力を行わないでください。 

 また１つの媒体に複数データの記録を行わないで下さい。 

暗号化 

FD、CD へ記録 

※2 枚以上の提出は行

わないでください。 

◎正しい請求方法 

請求ソフト

から出力 
フォルダ

へ格納 暗号化ソフトより出力された
data00001・data00002 
以外のファイル以外の提出は
行わないでください。 ２つ以上出力を行わな

いでください。 



 

 

 

２．提出期間について 

◎オンライン請求の場合 

・受付日の翌日から次回受付日までの間で受付が可能です。 

・オンライン請求は電子媒体送付書の必要はありません。 

 ※支払基金にて申し込み手続きを行っています。 

 

◎電子媒体請求の場合 

・電子媒体と電子媒体送付書を１日～受付日（基準日毎月５日）の間に本会保険者支援課まで送付もしくは持参にてご提出く

ださい。 

・ 期間外の受付は行っていませんので、ご注意ください。 

※ 受付開始日、受付締切日が土日祝日の場合は受付開始日、受付締切日は各日とも土日祝日の翌営業日となります。 

各月の受付期間の詳細は本会ホームページへ掲載してありますので、そちらでご確認ください 

・ 送付場所が異なりますので診療報酬のレセプトと同封しないようにお願いいたします。 

◎ 提出先住所：〒890-0064 鹿児島市鴨池新町６番６号 鴨池南国ビル５階  

鹿児島県国民健康保険団体連合会 保険者支援課 保健事業係  



３．特定健診の受付から支払までの流れについて 
5 日             25 日頃                    翌月 15 日頃    翌月 2２日頃     翌月３０日頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       翌月 5 日                                  翌月 25 日頃 

データ受領書・・・受付件数の確認書。受付月の 25 日頃に送付。データを送付したが、データ受領書の送付が無い場合は国保連合会までご連絡ください。 

(オンライン請求機関除く) 

受付エラー連絡書・・・受付時点でのエラー エラーがある場合はデータ受領書と一緒に送付します。(オンライン請求機関除く) 

返戻一覧表・・・受付時点ではエラーではなかったが、その後の事務点検や受診者資格の有無等でエラー（返戻）となったデータです。 

        受付月の翌月 15 日頃に送付 

受
付 

受
付
エ
ラ
ー
連
絡
書 

デ
ー
タ
受
領
書 

返
戻
一
覧
表 

支
払
額
通
知
書 

ｎ
月
処
理 

 

支
払 

翌
月
受
付 

ｎ
＋
１
月
処
理 

 

翌
月
受
付
エ
ラ
ー
連
絡
書 

デ
ー
タ
受
領
書 

 



４．特定健診等請求における必須項目について 

４－１ 基本的な健診部分 

 項目名 備考 

身長、体重及び 

腹囲の検査 

身長 
腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準（BMI が20 未満の者、もしく

はBMI が22 未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者）に基づき、

医師が必要でないと認める時は、省略可 

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可 

体重 

腹囲 

内臓脂肪面積 

BMI の測定 ＢＭＩ BMI＝体重(kg）÷身長(m)の2 乗 

既往歴の調査 
既往歴  

（具体的な既往歴） 上記既往歴にて「特記すべきことあり」の場合のみ記入 

自覚症状及び他覚 

症状の有無の検査 

自覚症状  

（所見） 上記自覚症状にて「特記すべきことあり」の場合のみ記入 

他覚症状  

（所見） 上記他覚症状にて「特記すべきことあり」の場合のみ記入 

血圧の測定 
収縮期血圧 

 
拡張期血圧 

血中脂質検査 

中性脂肪 
ＨＤＬコレステロールは整数値にて入力してください。 

HDLコレステロール 

LDLコレステロール 
いずれかで可 

non-HDLコレステロール 

血糖検査 

空腹時血糖（食後10H以上） 

いずれかで可 HbA1c 

随時血糖（食後3.5H～10H未満） 

肝機能検査 

GOT 

 GPT 

γ-GTP 

尿検査 
尿糖 

 
尿淡白 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目名 備考 

質問票 

服薬１（血圧） 

 
服薬２（血糖） 

服薬３（脂質） 

喫煙 

医師の判断 

メタボリック判定結果 

 
保健指導レベル 

医師の判断（判定） 

医師の氏名 



４－２ 詳細健診について 

 項目名 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査 

ヘマトクリット値 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 
血色素量 

赤血球数 

実施理由※ 

心電図 

所見の有無 

当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が140ｍｍHg以上若しくは拡張期血圧が90ｍ

ｍHg以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者 

所見 

対象者 

実施理由※ 

眼底検査 

検査結果（キースワグナー分類等） 
当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値

がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者 

① 血圧 a  収縮期血圧      140ｍｍHg以上 

ｂ 拡張期血圧       90ｍｍHg以上 

 

② 血糖 a  空腹時血糖      126ｍｇ/ｄｌ以上 

ｂ HbA1c（NGSP）   6.5％以上 

ｃ 随時血糖       126ｍｇ/ｄｌ以上 

対象者 

実施理由※ 

血清クレアチニン

検査 

血清クレアチニン 当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値

がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者 

① 血圧 a  収縮期血圧      130ｍｍHg以上 

ｂ 拡張期血圧       85ｍｍHg以上 

 

② 血糖 a  空腹時血糖      100ｍｇ/ｄｌ以上 

ｂ HbA1c（NGSP）   5.6％以上 

ｃ 随時血糖       100ｍｇ/ｄｌ以上 

eGFR 

対象者 

実施理由※ 



 

※注意：実施理由について 

上記判断基準を満たしたうえで、詳細健診として行う場合、必ずご記入ください。 

実施理由の記入が無い場合は追加健診扱いとなります。 

（保険者との契約で追加健診として上記項目を行う場合は、実施理由の記入は不要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．単価について 

    特定健診の単価について 

   ・特定健診等データの請求については、各保険者との契約内容を確認のうえ、ご請求ください。 

■ 基本的な健診の単価  ■ 詳細な健診の単価  ■ 追加健診の単価 等 

       

６．暗号化について 

特定健診等データを媒体で請求する際（オンライン請求を除く）、請求ソフトから作成された請求データの 

暗号化が必須となります。暗号化がされていないデータの受領はできませんので、ご注意ください。 

 

● 暗号化の注意点について 

暗号化前のファイルの下記の支払代行機関部分に関しては必ず「９４６９９０２２」となります。 

暗号化の前に必ずご確認ください。 

 

○暗号化前のファイル名の内訳について     

46●●●●●●●●_94699022_△△△△△△△△□_▲.zip 

項目名 内訳 

46●●●●●●●● 健診機関番号 

94699022 鹿児島県国民健康保険団体連合会番号 
（支払代行機関番号） 

こちらの番号を暗号化前

によくご確認ください。 



△△△△△△△△ 作成年月日（例）20220101(2022 年 1 月 1 日) 

□ 出力回数 ※1 回目･･･０ 2 回目･･･１ （0～9 まで入力可） 

▲ 種別･･･１特定健診 ２保健指導 

 

 

 

○エラーの原因と対処方法  

 

エラーとなる原因 対処方法 

社保データ 

（支払代行機関番号が 94899010 になっている） 

提出先が支払基金の可能性があります。提出先をご確認

ください。 

支払代行機関番号の未設定 

【支払代行機関番号が保険者番号（００４６××××・３９４６××

××・００１３××××）になっている】 

請求ソフトでの支払代行機関番号の設定をご確認くだ

さい。 

支払代行機関番号の設定違い（支払代行機関番号が 91399022 に

なっている等） 

支払代行機関番号は提出先の国保連合会の番号になり

ますので、請求ソフトの支払代行機関番号の設定をご確

認ください。  ※ 鹿児島県は９４６９９０２２ 

 CD へのコピーが不十分 

 

フォーマットされていない状態でのファイルが書き込

みされている可能性があります。 

 



７．受付エラー連絡書について 

受付エラー連絡書・・・受付時点でのエラーがある場合、データ受領書と一緒に送付します。（オンライン請求機関除く） 

受付月の２５日頃に送付。エラーが多い内容については下記のとおりとなります。 

オンライン請求機関については、オンライン画面で随時、受付件数及び事務点検状況が確認でき、受付エラーがあった場合

すぐに再請求ができます。 

エラーコード エラー名 対処方法 

2405  データファイルのメタボリックシンド

ローム判定に対し範囲（1～4）外の値が

記録されています。[0]  

メタボリックシンドローム判定と、保健指導レベルに関しては請求データにおい

て必須項目となっていますので、必ず判定結果をご記入ください。  

０のコードに関しては、国の定める仕様にはありませんので、エラーとなります。  

○特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き 付属資料７参照  2405  データファイルの保健指導レベルに対

し範囲（1～4）外の値が記録されていま

す。[0]  

2203  データファイルの医師の診断（判定）が

全角文字形式で記録されていません。  

コメントや、住所等については、全て全角にて入力してください。  

半角英数や、半角スペースに関してもエラーとなりますので、ご注意ください。  

2101  決済情報ファイルの単価（追加健診又は

人間ドック）の単価金額が記録されてい

ません。  

請求区分コードをご確認ください。  

→請求区分コードが正しくは  

１ 基本健診のみ  

２ 基本健診＋詳細健診  

の可能性があります。  

詳細健診の実施理由も含め再度ご確認ください。  

※詳細健診項目については、実施理由が無い場合は、追加健診扱いになりますの

で、ご注意ください。  

 

2101  

 

 

 

 

決済情報ファイルの単価（追加健診又は

人間ドック）の項目コードが記録されて

いません。  

 

 



エラーコード エラー名 対処方法 

2101 

 

データファイルの医師の診断（判定）が

記録されていません。 

医師の診断（判定）、医師の氏名は必須項目になります。 

入力をお願いします。 

2101 データファイルの健康診断を実施した

医師の氏名が記録されていません。 

1703 

 

ルートフォルダ配下の全てのファイルに

受付エラーが検出されました。ルートフ

ォルダ自体を受付無効にします。 

受付を行ったデータ全体にエラーがある場合は必ず発生します。このエラーは個

別のエラーに関するものではありませんので、修正等を行う必要はありません。 

2203 

 

 

データファイルの被保険者証等番号が全

角文字又は半角英数字形式で記録されて

いません 

被保険者証の記号番号に「―」（ハイフン）が含まれる場合可能性があります。そ

の際はハイフン、記号番号供に、必ず全角で入力していただくようお願いいたし

ます。注意：全国土木建築国保組合（００１３３０３３）など 

2401  データファイルの心電図（所見）［］と

データファイルの心電図（所見の有無）

[1]との関連が誤っています。 

心電図（所見の有無）が1:所見ありの場合は、心電図（所見）が必須になります。 

2208 データファイルのＨＤＬコレステロール

に誤った形式の値が記録されています。

[○○．○] 

 

ＨＤＬコレステロールの値は整数値となります。 

※ 一部の請求ソフトでは少数点以下で入力しても画面上は四捨五入が行われ、整

数値になっているが、請求データには少数点以下にて出力されておりエラーと

なるケースが発生しています。 

※ 入力の時点から整数値の入力をお願いいたします。 

2424 

対象健診年度が平成30年度以降におい

てデータファイルの採血時間（食後）に

誤ったコード値が記録されています。

［1］ 

採血時間のコード「[１]：１０時間未満」は平成 29 年度以前の健診結果に使用

していた採血時間コードになります。 

平成 30 年度以降の健診結果については以下のコードから選択してください。 

[2]：食後 10 時間以上 

[3]：食後 3.5 時間以上 10 時間未満 

[4]：食後 3.5 時間未満 



※上記エラーは、受付時点のエラーとなる項目に限ったものになります。 

受付可能であったデータであっても、それ以降の事務点検や資格確認にて返戻対象となる可能性があることをご了承ください。 

 

８．返戻一覧表について 

返戻一覧表・・・受付時点でのエラーはなかったが、その後の事務点検や受診者資格等でエラー（返戻）となったデータです。 

           受付月の翌月 15 日頃に送付されます。 

エラーが多い項目は下記のとおりとなります。 

エラーメッセージ 返戻一覧表の項目名 エラー内容 対処方法 

特定健康診査の健診必須項

目が実施されていません。 
実施未実施区分コード 

特定健診の必須項目漏れの可能性があり

ます。 

特定健診の必須項目をご確認ください。 

上記 ４－１ 基本的な健診部分 参照 

 

同一受診者の記録が、既に正

当済となり台帳に登録され

ています（重複エラー）。 

受診券整理番号 

以前に請求が終わっているデータもしく

は、同じ月に同じ受診者を請求している

可能性があります。もしくは既に他の機

関で特定健診を受診している可能性があ

ります。 

これまでの請求と当月返戻分のデータをご確

認ください。 

健診等契約マスタが存在し

ません。 
健診実施機関番号 

基本的な健診、詳細健診、追加健診のい

ずれかの項目にて保険者との契約以上の

単価が入力されている可能性がありま

す。 

もしくは、保険者との契約がありません。 

 

保険者との契約金額、契約内容と請求ソフト

の金額の設定をご確認ください。 

 



エラーメッセージ 返戻一覧表の項目名 エラー内容 対処方法 

国保保険者の場合、健診実施

年月日が７５歳到達日の前

日以前でないと特定健診を

受診できません。 

健診実施年月日 

後期高齢者であるのに国保の保険者番号

と受診券整理番号にて請求されている可

能性があります。 

受診券の受診券整理番号、保険者番号をご確

認ください。 

健診実施年月日が受診券有

効期間を経過しています。 

健診実施年月日 

受診券有効期限 

健診実施年月日は現年度で、受診券整理

番号が旧年度の可能性があります。 

 

(例) 

健診実施年月日 2022 年４月 1 日 

→ 実施年月日 2022 年度 

受診券整理番号 21100000001 

  → 受診券整理番号 2021 年度 

 

※ 年 ではなく 年度 であることに注意 

受診券整理番号の上２桁の年度と健診実施年

月日の年度をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．請求におけるその他の注意事項について 

○請求データ・単価について 

・特定健診等の請求においては、フリーソフトや各種ソフトを使い、オンライン請求もしくは、電子媒体にて請求していただきますが、

各保険者において、国保連合会への請求方法も様々です。（追加健診の有無等） 

 

・請求の前に契約内容（金額等）の設定の確認を、契約とりまとめ団体（医師会等）もしくは保険者へご確認の 

もと、請求を行っていただきますようお願いいたします。 

   ※フリーソフト等をお使いの健診機関は最新のバージョンにてご請求ください。 

    （古いバージョンで請求されますと請求データがエラーとなる可能性があります。） 

   ■ お使いの請求ソフトについては、各開発業者窓口へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

○受診券有効期限について 

・特定健診受診券有効期限を当該年度末日にて請求（県内保険者分のみ）をお願いします。  

例）令和３年度→令和４年３月３１日 

・県外保険者分（全国土木建築国保組合等）の特定健診の請求と特定保健指導分（全ての保険者）の請求は、特定健診受診券・ 

特定保健指導利用券に表示の日付で請求をお願いいたします。 

※後期高齢者の健診（長寿健診）においても同様にお願いいたします。 



 

○他の検診による負担金額について 

   ・他の検診による負担金額は国保分の請求は使用しませんのでご注意ください。 

 

○全国土木建築国保組合の請求について  

・全国土木建築国保組合の被保険者の方の受診券には東京の国保連合会の支払代行機関番号が記載されてありますが、支払代行機関番

号は提出先の国保連合会の番号になりますので９４６９９０２２の番号で請求ソフトにて設定を行い請求していただきますようお願

いします。 

 

○本会ホームページについて  

   ・特定健診に関する各種お知らせ等に関しては、 

本会ホームページ https://www.kokuhoren-kagoshima.or.jp/ 

に掲載しますので、ご確認をお願いいたします。 

https://www.kokuhoren-kagoshima.or.jp/

